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概要 本稿では，公的組織の人的資源の管理と管理会計について論じる。まず，人件費に関する議

論を概観し，若干の考察を行う。そののち，管理会計の観点から責任会計の構築が重要であること

を述べ，動機づけや組織の価値観との関連を検討する。そして，これらの管理に管理会計手法が活

用できることを述べる。ここでは，プロセス分析と業務の標準が活動基準管理（ABM）に，さら

にはバランスト・スコアカード（BSC）につながることなどを検討する。また，行政サービスの

原価計算の意味を考察し，多くの公的組織ではコスト構造の可視化が重要であることを述べる。さ

らに，ほかの行政改革的ツールとの関係を整理する。
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はじめに

本稿では，公的組織 の人的資源の管理と管

理会計について検討する。その中心はいわゆる

経常的経費 である。従来，いわゆる経常的経

費については予算編成過程においてそれほど大

きな論点とはなってこなかった。しかし，昨今

では公務員人件費を中心にいわゆる行政の無駄

の一環として多々論じられるにいたっている。

具体的には，まず，議論を人件費に絞り，公

的組織の人件費に関する議論の流れと現在の人

件費の管理を概観する。そして，残された課題

としての納税者からの「無駄をなくせ」という

要求について若干の考察を行う。最後に，無駄

削減のためのプロセスを構築する必要性につい

て述べる。

つぎに，議論をいわゆる経常的経費に戻す。

業績評価などが喧伝されるなかで，管理会計の

観点からみた場合，まずは，業績の測定のため

の責任会計の構築が重要であると思われる。そ

の場合，環境が不確実な公的組織においては，

管理可能か否かで考えていく伝統的な責任会計

ではなく，自律的組織として情報提供と学習促

進を重視する責任会計が重要であることを述べ

る。そして，そのための動機づけの基盤として，

組織の価値観が重要であり，これが，無駄削減

のためのプロセスの基盤となることを指摘した

い。

さらに，いわゆる経常的経費のマネジメント

に，管理会計を中心とした手法が活用できるこ

とを論じる。ここでは過去の文献からの整理と

それを踏まえた考察を行う。また，具体的な管

理会計を中心とした手法の概論もあわせて示し，

その相互の関連についても言及することとした

い。本稿では，プロセス分析と業務の標準とい

う考え方が活動基準管理（ABM）につながり，

そしてバランスト・スコアカード（BSC）に

つながること，および，その他のいくつかの手

法もこれらに統合しうることを試論として述べ

る。

また，いわゆる経常的経費について，原価計

― ―1

経常的経費とは地方財政における用語であり，毎年

度固定的に連続して支出される経費をいう。内容と

しては，人件費，物件費，公債費などである。

本稿で公的組織とは，行うべき業務が比 的明確な

公共部門であって，純粋な企画立案に従事する職員

ではないところという意味で用いる。



算の観点から検討する。ここでは，管理会計の

母体といわれる原価計算論を概観し，公的組織

における原価計算の取り組みの現状を文献より

鳥瞰する。そして，納税者への個々の行政サー

ビスの原価計算について，その意味を考察し，

多くの公的組織ではむしろ，コスト構造の可視

化が重要であることを述べる。

そして，ここで述べたいわゆる経常的経費の

管理会計について，ほかの行政改革的ツールと

の関係を整理する。最後に，本稿のまとめを行

う。

第１節 公的組織の人件費に関する議論の流れ

と残された課題

本節では，いわゆる経常的経費のうち人件費

に焦点をあてる。人件費については最近よく議

論されていることから，まず，これに関する議

論の流れを概観する。そして，公的組織におけ

る現状の人件費の管理として，定員管理を中心

とした伝統的な考え方でマネジメントされてい

ることを確認する。つぎに，公的組織における

無駄について整理する。最後に，人件費の無駄

を削減していくためのシステム構築の必要性に

ついて述べる。

1-1 公的組織の人件費に関する議論の流れ

公的組織の人件費に関しては，2005年以降さ

まざまな議論がなされるようになってきた。

2005年２月15日の経済財政諮問会議第３回会議

において，「聖域なき歳出削減の見直し」に関

して「公務員の人件費や公共事業の削減など，

国・地方の歳出を大胆に見直す」と言及され，

同月28日の同会議第４回会議では「公務員の総

人件費の削減に向けて」という資料が民間4議

員連名で提出された。そして，経済財政諮問会

議での議論を経て，同年６月21日にはいわゆる

「基本方針2005」（経済財政運営と構造改革に

関する基本方針2005）が閣議決定された。そこ

では，事務事業の見直し・定員の削減・給与の

見直しの３点に焦点をあてつつ，以下のように

記載されている（いわゆる「基本方針2005」

pp.9-10）。

（公務員の総人件費削減）

公務員の総人件費削減について，国・地方

ともに定員の「純減目標」などの明確な目標

を掲げて強力に取り組む。

このため，下記の事項に留意しつつ，総人

件費改革のための基本方針を平成17年秋まで

に策定し，平成18年度の予算や地方財政計画

から順次反映させる。これらにより，公的部

門全体の総人件費の抑制に取り組む。

① 国においては，定員削減計画を策定し，

定員の大胆な再配置を進めるとともに，事

務事業の徹底的な見直し等により，政府部

門全体を通じた一層の純減の確保に取り組

む。このため，これまでの純減目標も踏ま

え，行政需要にも配慮しつつ，次期定員削

減計画期間中の純減目標を策定する。

② 地方公共団体においては，「新地方行革

指針」の純減目標を達成できるよう，「集

中改革プラン」に定員の数値目標を明示す

るよう取り組む。

③ 退職者の補充（新規採用等）は，IT化

の推進や市場化テスト，民間委託を活用し，

極力抑制することとする。

④ 人事院において，民間企業における賃金

体系の改革の動向を踏まえ，公務員の給与

体系の見直しを進めるよう，要請する。

⑤ 地域における国家公務員の給与の在り方

についての見直しを踏まえ，地方公務員に

ついても，人事委員会の機能を発揮し，地

域の民間給与水準をより的確に反映させる

よう，要請する。

⑥ 公務員の定員・給与・各種手当，これら

に関する実際の運用についての情報を，

国・各地方公共団体が，それぞれの組織形

態等を踏まえつつ相互に比 可能な形で開

示し，適正化を図る。

⑦ 特殊法人，独立行政法人，公益法人等，

公的部門全体の人件費を抑制する。こうし

た取組を通じ，当該法人に対する補助金や
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運営交付金を見直す。

⑧ 地方公営企業，地方公社等の人件費等の

情報公開を徹底させ，改革への取組を促す。

その後，経済財政諮問会議では４回にわたる

議論を経て，2005年11月14日には「総人件費改

革基本方針」を取りまとめた。そこでは，国家

公務員を５年間で５％以上純減，地方公務員を

4.6％以上純減という目標が示されるとともに，

国家公務員（94.8万人，郵政公社職員を含む）

の総人件費について，対GDP比でみて今後10

年間で概ね半減させるとの長期的な目安もあわ

せて示された。これらを受け，同年12月24日に

は「行政改革の重要方針」が閣議決定された 。

そして，翌2006年にはいわゆる行政改革推進法

案（「簡素で効率的な政府を実現するための行

政改革の推進に関する法律」）として取りまと

められ，国会審議を経て同年６月２日に公布さ

れた。

このいわゆる行政改革推進法の一部施行を受

けて，2006年６月23日には行政改革推進事務局

が設置され，議論は主に，国家公務員の定員削

減と公務員制度改革の２点をめぐってなされて

きた。まず，国家公務員の定員削減に関しては，

同年６月30日に，「国の行政機関の定員の純減

について」および「国家公務員の配置転換，採

用抑制等に関する全体計画」が閣議決定された。

これを受けて現在，着実に実行されている。

これに対し，公務員制度改革については鋭意

議論が続けられ，翌2007年４月24日には「公務

員制度改革について」が閣議決定され，これを

受けて同年６月30日には，能力・実績主義の人

事管理の徹底および再就職に関する規制の導入

を内容とする「国家公務員法等の一部を改正す

る法律」が成立した。その後，７月12日には公

務員制度の総合的な改革に関する懇談会および

官民人材交流センターの制度設計に関する懇談

会が内閣総理大臣のもとに設置され，前者につ

いては翌2008年２月５日に報告書が取りまとめ

られた。また，後者については2007年12月14日

に報告書が取りまとめられた。これらについて

は，現在も引き続き政治レベルでの議論が行わ

れているところである。

以上が人件費に関連する議論の概観である。

当初の事務事業の見直し・定員の削減・給与の

見直しの３つのポイントが，議論を経るにした

がって，事務事業の見直しが定員の削減に溶け

込む一方，給与の見直しが公務員制度改革とい

うより大きな論点に吸収されていったことが観

察できる。

1-2 現在の人件費の管理

前項で確認したように，定員管理を軸とする

人件費管理は，実務においては現実的によく機

能しているように思われる。たとえば，2006年

６月30日の閣議決定「国の行政機関の定員の純

減について」においては，2010年度までの５年

間で，農林統計等関係では2,406人の純減，食

糧管理等関係では2,196人の純減，北海道開発

関係では1,003人の純減，社会保険庁関係では

3,000人以上の純減など，当該閣議決定の別紙

に見直しの対象となる業務等の内容とともに，

閣議決定本文で具体的に記載されている。また，

公務員制度改革についても，能力・実績主義の

人事管理のもと，徐々に人事評価などにも変更

が加えられ，実務での取り扱いの変更がなされ

てきているが，これは試行錯誤の段階にあるよ

うに思われる。整理をすれば，現在の人件費の

管理は，定員管理を軸として，これに事務事業

の見直しないしは業務の見直しを付加する形で，

成り立っていると考えられる。

1-3 残された課題としての「無駄をなくせ」

との要求

上でみてきたように，国家公務員については

５年間で５％純減，総人件費についても対

GDP比でみて今後10年間で概ね半減させると

の長期的な目安など，人件費についてはそれな

りに見直しが進められてきている。しかし，多

信州大学経済学論集 第61号（2010）大 西 淳 也

太田（2006，pp.34-37）はここまでの動きを受け

て，定員，民間委託，給与水準，給与構造の各論点

について簡潔に整理している。
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くの公的組織における数々の適切ならざる事例

が報道されるたびに，「無駄をなくせ」とする

要求が納税者から突きつけられてきている。

わが国の財政事情を踏まえれば，いずれかの

段階で増税を考える必要がある。しかし，公的

組織の支出に無駄がある以上，まずは増税より

も支出の無駄をなくす方が先決だとする主張も

根強い。このような公的組織の支出の無駄をめ

ぐる議論について，井堀（2008，pp.2-3）は

以下のように記している。長くはなるが，引用

する。

「まず無駄をなくせ」という議論は一見，

もっともらしい。誰もが反対できないような

正論である。そのため，増税を伴う税制改革

や財政制度，社会保障制度の改革よりも優先

順位が高い政策目標になりがちである。しか

し，…国民の大多数が一致して無駄と思う明

白な無駄は，よく考えてみると，その規模が

意外に大きくない。かりに明白な無駄を根絶

できるとしても，それで削減できる金額はそ

れほど大きくはないのである。この点が，正

論の一つの落とし穴である。

さらに，正論にはもう一つの落とし穴があ

る。それは，無駄の中には明白な無駄ばかり

ではなく，結果としてやむを得ず生じる無駄

や国民に痛みを伴う無駄があり，こうした無

駄の方が明白な無駄よりもはるかにその規模

が大きいという点である。たとえば，過疎地

での公共事業……年金給付や生活保護費のよ

うな補助金…こうした，国民の間で評価の分

かれる無駄を削減するのは大変であるし，

……そう簡単ではない。…結果として，あら

ゆる無駄をゼロにするという目標は，永遠に

達成できない非現実的な目標になってしまう。

すなわち，「絶対的な無駄」（誰からみても

明らかな無駄）はそれほど大きくはないし，

これを根絶するのはむずかしい。「絶対的な

無駄」が巨額であるように宣伝し，それを完

全になくすことをターゲットにすることは，

仮想の無駄をつくってそれを根絶するという，

二重の意味で非現実的な目標設定をすること

になる。その結果，誰もそれを真剣に解消し

ようとしない。

その副作用で，「相対的な無駄」（多少は有

益であってもそれを上回る費用がかかるので，

無駄な歳出）へのメスも入らない。多くの利

害関係者にとって，この無駄の削減は痛みを

伴う。「相対的な無駄」が手つかずのままで

必要な増税が先送りされると，既得権を温存

したい業界団体，利益団体とともに，税負担

を逃れる現在世代，特に中高年の世代が”逃

げ得”をしてしまう。少子高齢化社会では，

多くの国民が感じている以上の規模で「相対

的な無駄」が存在している。この無駄をどれ

だけ削減できるか。ここが本丸である。

そして，井堀（2008，p.31）は，絶対的な

無駄の定義として，「公共サービスの質を劣化

させないで削減できる歳出」と「歳出それ自体

の便益がマイナスであるもの」をあげ，人件費

は前者に含まれるとしている。そして，人件費

について，優秀な人材，普通の人材，問題のあ

る人材が1/3くらいずついると仮定し，そのう

えで，全体の３割の公務員を対象に20％程度の

レント（民間相場よりも２割程度の上乗せ）が

発生しているのであれば，国の総人件費５兆円

のうち絶対的な無駄（レント）は3,000億円程

度になるとしている（井堀，2008，p.94）。ま

た，相対的な無駄は，「公共サービスの便益が，

その財源調達費用（コスト）よりも小さい」場

合に相当するとしている（井堀，2008，p.32)。

そして，井堀（2008）はほかの分野についても，

上記の国の人件費のうにいくつかの仮定をおき，

無駄の規模を推計している（図表１）。

井堀（2008，p.184）は，絶対的な無駄の規

模は大きくはないにもかかわらず，極端に大き

く見積もることで，規模としてはるかに大きな

相対的な無駄の削減が進まない。絶対的な無駄

井堀はこのほかに「結果としての無駄」（事前に必

要な歳出が，事後的に不必要になる場合）もあげて

いるが，ここでは割愛した。
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の削減が進展しないかぎり，他の対策（相対的

な無駄の削減）に手をつけないことを意味する

と指摘している。

井堀のいう絶対的な無駄の規模の多寡はとも

かくとして ，この井堀の指摘は重要なポイン

トである。しかし，井堀のいう絶対的な無駄は，

誰からみても明らかなだけに，納税者の視線は

どうしてもそこに集中しやすい。このため，井

堀のような冷静な議論を吹き飛ばしてしまう可

能性は否定しがたいと考える。

ここでの問題は，公的組織においても人件費

の無駄を排除すべく努力していることについて，

公的組織から納税者に示すことができない，あ

るいは，示していないことによる納税者の欲求

不満にあると考える。仮に，公的組織がそれな

りの努力をしていることを示すことができれば，

納税者の公的組織への信頼も変わってこよう。

これが示せないばかりに，議論がいわば出口の

見えない迷路に入り込んでしまっていると考え

る。

1-4 無駄削減のためのシステム構築の必要性

それでは，人件費に関して，「公共サービス

の質を劣化させないで削減できる歳出」とは何

であろうか。筆者は「公共サービスの質を劣化

させないで削減できる業務」であると考える。

人件費は，公的組織の業務に従事する職員の労

働時間にほかならない 。この労働時間をいか

に効率的に，効果的に稼働させるかが決定的に

重要である。削減できた労働時間は，公的組織

のおかれた状況により，より重要度の高い業務

へシフトする時間にあてるべきである。そして，

そもそも，そのようなより重要度の高い業務が

見あたらない公的組織においては，公共部門の

なかでの人員再配置を考えていけばよいと考え

る。

人件費に関し，公的組織においても，上のよ

うに，無駄を削減すべく努力していることを示

すためには，公的組織に従事する職員の労働時

間をいかに効率的に，効果的に稼働させるよう，

プロセスとして担保していることを示していく

ことが適当であると考える。いわば，こういう

やり方で，効率的に，効果的に働いている，無

駄を削減すべく努力しているのだから，信頼し

てほしいということである。ここで重要なのは，

プロセスを，換言すれば，やり方をきちんと示

していくことである。ただ単に，根拠も示さず，

信頼をしてほしいということではない。

第２節 公的組織のマネジメントと責任会計

本節では，公的組織のいわゆる経常的経費の

マネジメントと責任会計について述べる。責任

会計は1950年代より管理会計の主要なシステム

のひとつと認識されてきた。ここでは，この責

図表１ 絶対的な無駄・相対的な無駄の規模

国
地方

（政府関連公共部門も含む）
合計

絶対的な

無駄

人件費 3,000億円

公共事業 5,000億～１兆円

人件費 ２～３兆円

公共事業 １～２兆円
４～６兆円

相対的な

無駄
５～10兆円 ５兆円 10～15兆円

（井堀，2008，p.182，表６より著者修正）

筆者は，後で述べるように「公共サービスの質を劣

化させないで削減できる業務」として考える。この

場合，より重要な業務へのシフトによりその全額が

削減されるわけではないが，井堀の指摘する3,000

億円よりもはるかに大きな規模となると考える。国

全体でみれば，相当の規模となろう。

労働時間は，たとえば平均賃金を掛ければ，貨幣価

値での表示が可能となる。これにより，いわゆる物

件費等との比 考量が可能となる。
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任会計という概念が，公的組織のいわゆる経常

的経費のマネジメントに役立つことを検討して

いきたい。

まず，責任会計論を概観し，原価管理として

の責任会計も成り立ちうることを確認する。次

に，責任会計の重要な基準である管理可能性に

触れる。そして，環境の不確実性がある状況下

では環境に応じて組織も変化するため，管理可

能性に基づく責任会計もそれに適合させていか

なければならないことを述べる。さらに，環境

の不確実性に対応するための自律的組織におい

ては，責任会計に求められる機能も動機づけを

考慮したものとなることを述べる。そのうえで，

公的組織の責任会計について検討を加え，その

動機づけの基盤として組織の価値観が重要であ

ることを検討する。

2-1 責任会計論の概観

責任会計（responsibility accounting）とは，

会計システムを管理上の責任に結びつけ，職制

上の責任者の業績を明確に規定し，もって管理

上の効果をあげうるように工夫された会計制度

である（櫻井，2004a，p.41）。伝統的には，

自己の管理下にあるセグメント（一般的には部

門）で発生した原価についてのみ責任を負う組

織である原価中心点（cost center；コスト・

センター），収益と費用（原価）の両者とその

差額である利益に責任を負う組織である利益中

心点（profit center；プロフィット・センタ

ー），さらには，原価と収益だけでなく，投資

額も管理できる組織である投資中心点（invest-

ment  center）に分けられる（櫻井，2009，

pp.45-47）。

ここで，まず，責任会計が原価管理から生成

されてきたことを確認したい。責任会計の生成

について，伊藤（克）（2007，p.83）は，責任

会計という概念が米国で形成され，文献上に責

任会計なる言葉が現れはじめるのは，第2次世

界大戦直後にあるとする。当時の代表的論客で

あるヒギンズ（Higgins，1952，p.102）は，

責任会計を「原価が，組織内の責任のレベルご

とに集計され報告されるように，組織にあわせ

て設計された会計システム」と定義している 。

この時期の責任会計論の特徴としては，公式の

職務記述書およびそれに基づく責任，権限が，

非常に強調されていたと指摘されている（伊藤

克，2007，p.83,87）。責任会計の概念化がこ

の時期に米国で行われた理由として，ひとつに

は，戦時経済体制から正常な体制への急転換に

ともなって，予想される競争に勝ちぬくために，

企業はよりタイトな原価管理の必要性を感じて

いたとする指摘もある（伊藤克，2007，p.83）。

そして，責任会計の発展について，溝口

（1967，p.14-21）は，まず，責任会計はコス

ト・コントロール上の責任として取りあげられ，

次に，予算統制との関連で責任会計が論じられ，

利益管理の分権化を促進する事業部制のもとで

責任会計は大きな変化を遂げる。それは，これ

までの部分的なものになりがちの原価管理，収

益管理をより包括的な利益管理の概念のもとに

統合し，全体をより体系的，組織的に運営して

いく可能性を意味すると指摘する。すなわち，

原価中心点としての責任会計が先に生成され，

その後，利益中心点としての責任会計が事業部

制における責任会計として成立した。溝口

（1967，p.７）は，わが国で責任会計の概念

が一般化したのは，1960年に公表された通産省

産業合理化審議会の答申「事業部制による利益

管理」以来であり，その答申における責任会計

の定義の特色は，職制上の責任者 の業績の測

定をあげていることにあると指摘している。

このように，責任会計は職制上の責任者を中

心点とし，原価管理から，原価（費用）と収益

を管理する利益管理へと展開してきた。責任会

計のそもそもの出発点は，原価中心点としての

責任会計にある。このことから，利益管理が求

ように行うことにあり，責任会計のもとにあっては，

会計の構造が組織構造と合致するように行わなけれ

ばならないと指摘している。

青木（1962，pp.18-19）も，責任会計は，会計の

記録・測定および報告機能に関して，執行責任に基

づいた報告を，職制組織上の責任，権限と一致する
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められる公的組織のみならず，原価管理のみが

求められる公的組織においても，責任会計は十

分に成り立ちえるように思われる。そこで，続

く二つの項では責任会計についてもう少し接近

して整理し，そのうえで，公的組織の責任会計

について検討を加えていきたい。

2-2 責任会計における管理可能性

責任会計における業績の測定・評価の基礎に

おかれている最も重要な基準として，管理可能

性（controllability）があげられる。ミラー

（Miller，1982，p.35）は「管理可能性が責任

を定義する」としており，管理可能性が責任会

計の本質であることを示している。この管理可

能性に基づく責任会計は，管理者に対する区分

集計を下位の組織単位から順次上位の組織単位

に対して行うという階層的計算構造をもってお

り，このような伝統的な責任会計システムは，

高度の職務細分化，責任・権限関係の明確化，

垂直的・非対人的な命令系統と階層的支配関係

によって特徴づけられる機械的組織を前提にし

ていると谷（1984，p.80，p.83）は指摘して

いる。

しかし，このような管理可能性に基づく責任

会計は，３つの外部効果の影響のもとにある

（奥山，1988，p.５-６) 。外部効果のひとつ

めは，環境の不確実性による影響である。業績

結果は不確実な環境のもとでの行動決定と努力

遂行からもたらされるものであり，この環境の

不確実性は考慮されなければならない。この環

境の不確実性と責任会計についてはさまざまな

議論がなされている 。二つめは，責任中心点

間の相互依存性による影響である。業績結果は

ほかの責任中心点との相互依存的な関係のもと

で達成されるのであり，この相互依存性は考慮

されなければならない。この相互依存性に関し

てもさまざまな議論がなされている 。三つめ

は，測定の期間性による影響である。業績結果

は，測定期間より前の過去の行動による影響と，

測定期間より先の将来にまで及ぶ影響とを考慮

しなければならない。

管理可能性に基づく責任会計は，この外部効

果，なかんずく，環境の不確実性による影響を

受けて修正されることとなる。谷（1984，

p.85）によれば，環境に不確実性がある状況

では，管理者間の水平的関係による相互調整な

当該答申では以下のように記述されている（通産省

産業合理化審議会，1960，p.17）。

……責任会計とは，予算統制や原価管理を遂行する

場合に要請される会計制度であって，その要点は会

計数値と管理組織上の責任者の結びつきにある。い

い換えれば，それは職制上の責任者の業績を明瞭に

測定しうる会計制度である。……

責任会計のバックボーンをなすものは，その企業の

管理組織（責任と権限の構造）である。責任会計に

おいては，会計数値を経営組織の各管理単位に合わ

せた分類が必要であり，またできる限り費用や収益

の配賦計算を避けることが要請される。

つぎに責任会計には，予算や標準原価のような管理

基準と適切な報告制度との整備が必要であり，特に

大切なことは企業における人間関係の配慮である。

すなわち責任会計を通じて，企業の経営活動にたず

さわる各従業員に明確な目標を伝達し，また各員の

参加によって予算や標準原価の設定を行うなど，で

きる限り各自の自発的協力を推進するよう措置を講

ずる必要がある。

責任会計は，責任・権限をともなった各管理責任単

位の管理者個人の業績を測定評価するものとされて

いる（山口，1966，p.140）。このため，物的な製

品あるいはプロジェクトなどを中心点に会計データ

を識別・測定・集計・伝達する会計システムに対比

して，責任会計は組織内に設けられた人的な権限と

責任との関係を中心点に会計データを識別・測定・

集計・伝達する会計システムと定義されている（奥

山，1988，pp.1-2）

奥山（1988）は，この３つの外部効果による影響を

緻密に整理し，ともにその影響を分離しなければな

らないとしている。

谷（1984，pp.92-93）は，不確実性等をともなう

意思決定環境と責任会計との関係についてのこれま

での諸説を簡潔に整理している。

フェララ（Ferrara，1964，p.160；望月，2006）

は，原価が発生した領域を第一次的責任領域とし，

原価の大きさに影響を及ぼす領域を第二次的責任領

域として，後者についてもその影響部分に相当する

原価を配分するべきだとする二重責任の問題を指摘

している。また，小林（1984）は因果連鎖的な管理

可能性概念に基づく業績測定を概念的に提案してい

る。

環境に不確実性がある状況のことを，谷（1984，

p.84）は，意思決定環境が不確実かつ複雑な状況

といっている。
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いしは統合が有効である。しかし，このような

伝統的な責任会計システムは，独立的に測定さ

れる組織単位の業績に焦点をあてているために，

相互調整に必要なコミュニケーションを阻害し，

その結果有効に機能しないと指摘する。そして，

機械的組織と対照的な有機的組織，すなわち，

環境の不確実性や複雑性の結果，責任・権限関

係の弾力性，分権的意思決定，水平的・対人的

な相互作用の特徴をもつように組織面での適応

が行われる有機的組織となると，責任会計シス

テムも適合的に設計しなおさねばならなくなる

としている（谷，1984，p.87）。このように，

環境の不確実性に応じて，組織の特徴が変化し，

これに応じて責任会計も適合的に考えていかね

ばならないのである。

2-3 責任会計における動機づけ

これまで，管理会計と動機づけ（モティベー

ション）の関係についてもさまざまな指摘がな

されてきている 。これは管理会計の１分野で

ある責任会計においても同様である。青木

（1976，p.112）は，責任会計と動機づけとの

関係について，責任会計の性格は，会計が従来

一般的にいって物的計算であったのに対し，責

任計算であり，人的体系の会計であるとする。

そして，責任会計が人的会計であることは，会

計を責任中心点の経営管理者たちの責任と権限

との関係において展開することを意味し，当該

管理者の責任・権限は，経営組織においてそれ

らの下部委譲が行われていることを前提に，動

機づけなどの人間的側面の問題を重視しなけれ

ばならない。動機づけは責任会計の支柱をなす

ものであり，責任会計は動機づけなしには展開

しないとする。

伊藤（克）（2007，p.89）は，責任会計に関

する米国の文献研究から，方向づけをともなう

動機づけの問題を意識するようになった結果，

1950年代から60年代にかけて責任会計論が変容

していったと指摘している。そこでは，経営管

理者に，全社的なあるいはより上位のレベルの

必要に基づく行動を促すため，情報提供機能が

重視されるようになってきた。そして，自主的

な判断を組織の末端に委ねるためには，任せて

しまっても誤った判断につながらないように，

ガイドラインともなるべき文脈情報を豊富に提

供することが重要であると指摘している（伊藤

克，2007，pp.97-98）。

責任会計における動機づけについて，伊藤

（克）（2007，p.97）は，以下のように，自律

的組織に関する廣本（2005，p.25）の論説と

関連づけている。

……自律的組織におけるマネジメント・コント

ロール・システムについて求められる属性とし

ては，①自主的な判断が組織各所で実施される

ために，組織内部で何がおこなわれているのか，

自らの行動が組織全体に対してどのような影響

を及ぼすのかを可視化するような情報提供機能

を備えていること，②絶えず変化する企業環境

に柔軟に適用することを支援するような学習促

進機能を備えていることが期待される……

責任会計における動機づけについては，この

ように自律的組織においては，情報提供機能と

学習促進機能が重視されるのである。これは，

前項で確認した有機的組織に応じた責任会計と

して考えるべき機能でもあると考える 。以上

で責任会計についての分析概念はそろったと思

われるので，次項以下では，公的組織における

責任会計について検討を進めていきたい。

2-4 公的組織における責任会計についての検

討

現在わが国においては，平成20年度予算より，

動機づけと管理会計との関係については，西澤

（1978）が詳しい。西澤は，動機づけ理論の系譜を

整理し，管理会計における責任会計，原価統制，予

算管理を例に，動機づけとの相互関係を概観してい

る。

筆者は，この自律的組織について前項の有機的組織

と同義と理解している。
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予算書・決算書の表示科目の単位と政策評価の

単位とを原則として対応させるなどの取り組み

が行われている 。このような取り組みは，そ

れはそれとして，高く評価されるべきであると

考える。しかし，このような取り組みを超えて，

公的組織において管理会計の責任会計を構築し

ていくに際しては，問題がいくつかあるように

思われる。

まず，公的組織には利益がないので，原価と

収益の両面の管理である利益管理がそもそも成

り立たないという議論があろう 。しかし，公

的組織においても収益（収入）を認識しうる組

織もある。この場合には，利益の極大化が目標

ではないとしても，当該公的組織の組織として

の持続可能性を考えれば，収益の管理とその収

益をもたらす原価の管理は必要である。何らか

の公共性目的のもとにあっても，一定水準の利

益（ないしは一定水準以下への損失の抑制）は，

副次的な目的として確保されねばならない。し

たがって，利益中心点としての責任会計は十分

に成り立ちうる。もちろん，収益を認識しえな

い公的組織もある。その場合であっても，何ら

かのインプットがあり，原価が発生している以

上，原価中心点としての責任会計は成り立ちう

る。以上から，公的組織においても責任会計自

体は成り立ちうると考える。

つぎの問題は悩ましい。これはわが国公的組

織における意思決定のスタイルにかかわる論点

である。わが国公的組織における意思決定につ

いては，稟議制が有名である（辻，1965.1969，

pp.155-172）。この稟議制に基づく意思決定の

スタイルはむしろ日常のルーティン・ワークに

ついてだけであって，重要な事項については関

係者間の会議において行われていると指摘され

ている（井上，1981）。稟議制であれ，関係者

間の会議であれ，そこでの関係者の範囲は非常

に幅広くとらえられているのが一般的である。

しかも，外部のステークホルダーの意向も幅広

く確認しながら進めることが多い。それゆえ，

小宮が「お宮参り」と称したような状況 も観

察しうることとなる。そこには，意思決定にあ

たって，さまざまな状況の変化などにも対応で

きるように，責任の所在をあえて明確化しない

という知恵が随所に張りめぐらされている意思

決定のスタイルがあるように思われる 。他方，

責任会計は責任中心点，すなわち職制上の責任

者を中心とするものであるので，このような意

思決定のスタイルは責任会計と親和的ではない

ところが多い。いい換えれば，公的組織におい

ては，その組織構造と責任体系とが不整合とな

っている場合がある。意識的にせよ無意識的に

せよ，あえて複雑にしている場合があるのであ

る。このような公的組織の意思決定のスタイル

を徐々に修正していくのか，それとも，公的組

織の意思決定のスタイルにあわせた責任会計シ

ステムを構築していくのか。悩ましいところで

ある 。ここでは論点の指摘だけにとどめて，

論を進めていきたい。

第三の問題は，国の各省の地方支分部局など

の公的組織によく見受けられる，いくつもの業

これは管理会計の責任会計論とは関係がないと思わ

れるが，それでも発想としては近いものがあるよう

に考える。

この種の議論は印象論に過ぎないのであるが，実務

においては根強いと思われる。

小宮隆太郎は以下のように述べている（平成20年12

月24日付日本経済新聞「私の履歴書」欄）。

……これらを私は「お宮参り」と称していた。方々

に「お参り」して，年末の大蔵省原案に入ったとき，

お願いをしたすべての人にお礼に行く。誰もが「努

力したかいがありました」「自分が面倒を見てやっ

た」という顔をしている。願を掛けて方々の神社仏

閣にお参りに行き，願がかなうと，どこの御利益か

分からないのによく似ている。……

本研究の検討の範囲外となるが，わが国公的組織に

おける意思決定のスタイルについての研究は，今後

ともより深められることが期待される。特に，政策

の企画立案レベルと執行のレベルとでの共通点や相

違点，時代に応じた前者の移り変わり，あるいは，

前者の変化の後者への影響など，数多くの論点があ

るように思われる。

わが国の民間大企業の意思決定のスタイルも，公的

組織のスタイルとかなりの類似性があると考える。

前者で責任会計が成立している以上，程度の問題と

考えることもできよう。
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務を行っている公的組織である。このような多

種類の業務を担う公的組織においては，組織全

体で責任会計を考えることにそれほどの意味は

ない。多種類の業務があるために，原価管理な

いしは利益管理上の責任を明確にしにくいため

である。この問題については，活動基準責任会

計（Activity-Based Responsibility Account-

ing）の議論が参考になる（Hansen＝Mowen，

2006；小菅，2000）。そこでは，公的組織の担

う多種類の業務を，業務ごとに分割して把握し，

それぞれに責任会計を考えていく。業務，すな

わち活動（Activity）に着目することにより ，

公的組織内部の管理上の責任も分けて考えるこ

とができることとなる。このため，それぞれの

業務に対応する職制上の責任者の業績も明確と

なる。すなわち，業務それぞれに責任会計が成

り立つのである。

第四の論点は，さまざまな種類のある公的組

織においては，環境からは影響の受けにくい，

比 的単純な業務を担っているものもあれば，

複雑な環境に左右される業務を担っているもの

もあることである 。先の二つの項で言及した

ような環境に不確実性があるもとで，公的組織

が自律的組織ないしは有機的組織の特徴を有す

るようになった場合，管理可能性に基づく責任

会計も修正が必要となる。そこでは，前項で確

認したように，責任会計システムに情報提供機

能および学習促進機能による動機づけが求めら

れることになる。より具体的にみれば，責任会

計システムが，業務のガイドラインともなるべ

きさまざまな文脈情報を含む情報提供を行うこ

とにより，向うべき方向へと動機づけるととも

に，学習を促進させるように動機づける必要が

ある。そこで，次項では，公的組織の責任会計

における動機づけについて論を進めることとし

たい。

2-5 公的組織の責任会計における動機づけ

責任会計システムが，業務のガイドラインと

もなるべきさまざまな文脈情報を含む情報提供

を行うことにより，向うべき方向へと動機づけ

るとともに，学習を促進させるように動機づけ

るとすると，公的組織においてそれはどのよう

な姿になるのであろうか。実効的な動機づけと

いうものは，どのようなものを基盤として成り

立つのであろうか。企業の責任会計システムで

あれば，利益の極大化 のための原価管理およ

び利益管理というものはイメージしやすい。こ

れに対して，公的組織の場合には，利益管理と

はいっても，何らかの公共性のもと，副次的な

目的となることが多く，ほとんどの公的組織に

おいては，原価管理が中心となると予想される。

ここで問題となるのは，原価管理が中心とな

る場合の人間性との相性の問題である。原価管

理に関して櫻井（2009，p.46）は「人間はだ

れでも原価を削減することよりも，利益の増大

に大きな喜びを感じる」と述べている。したが

って，原価低減を主たる目的とする原価管理で

は，公的組織といえども人間が担う以上，どう

しても動機づけの基盤としては弱いものとなる

ように思われる。

それでは，どのように考えたらよいのであろ

うか。筆者はここに，組織の価値観を持ち込む

べきだと考える。すなわち，動機づけの基盤と

して組織の価値観を埋め込むのである。公的組

織の場合，何らかの公共的な目的があって存在

している。その公共的な目的は，通常，何らか

の価値観を伴う。すなわち，組織の価値観から

して望ましい業務というものが存在している。

それがゆえに，当該価値観からして，望ましく

ない業務をいかに削減して，その資源を，望ま

しい業務にいかにまわしていくかという発想を

自然なものとして考えることができる。したが

って，これを動機づけの基盤におくことが適当

であると考える。

第１節で，人件費に関する絶対的な無駄とし

活動と業務との関係については，のちほど整理する。

これは業務の性質をいっているだけで，上下関係で

とらえるべきものではない。

企業であっても常に利益の極大化を目指しているわ

けではないと考えるが，ここでは単純化する。
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て，筆者が示した「公共サービスの質を劣化さ

せないで削減できる業務」をいかに見出し，そ

の分をより重要度の高い業務，すなわち，組織

の価値観からして望ましい業務に回していくか。

これは，結果として，提供する公共サービスの

質と量を向上させる結果となろう。単なる業務

の削減だけであれば，人間の本質から通り一遍

しか動かないとしても，このような組み立てを

行うことにより，実効的な動機づけが構築でき

るように考える。

そのうえで，これらを公的組織それぞれにお

いてプロセスとして組み立てているか，そして，

そのプロセスが当該公的組織内で実効的に機能

しているかに着眼して，わが国において従来よ

り機能してきた定員管理や予算査定などを行う

ことが適当と考える。プロセスの構築は，納税

者にその資金負担についての納得を得る（納得

性の確保）ために有効な方策であろう。これは，

公的組織の信頼性の向上につながると考える。

第３節 公的組織に活用できる管理会計を中心

とした手法

人件費を中心としたいわゆる経常的経費に該

当する公的組織の業務は，本質的に労働集約的

である。企業においても，労働集約的な業務は

もちろん存在し，そこではその性質に応じた管

理会計手法が発達してきている。管理会計は，

計数的管理実践における諸展開を管理会計論の

研究対象に組み入れ，「方法の技術学」として

の積極的な照応を要求してきたといわれている

（津曲，1973，p.41）。このため，管理会計手

法はある意味で，管理会計の花形であるととも

に，このような管理会計の性質から，手法が管

理会計に属しているか否かといった外延部分は，

明確に分けられるわけではない。

本節では，いわゆる経常的経費に該当する公

的組織のマネジメントに活用できる，管理会計

を中心とした手法について概観する。ここで手

法論について概観しておく趣旨は，これらの手

法を通して，第Ⅱ部第６章以下で述べるいくつ

かの公的組織のマネジメントを論じることがで

きると思われるからである。手法を通してみる

ことにより，マネジメントに対して豊かなイメ

ージをもつことができると考えている 。

具体的には，まず，管理会計手法を考えてい

くにあたっての前提ともいうべきプロセス分析

（工程分析ともいう）をみる。これは，IE

（インダストリアル・エンジニアリング）など

で触れられる内容ではあるが，従来の法的な観

点からのマネジメントが中心であった公的組織

では，このような思考がそもそも抜け落ちてい

ることが多いと思われる。管理会計手法は，こ

のプロセスや工程といったものを基礎に展開さ

れる。

そのうえで，管理会計手法として，標準原価

計算，活動基準管理と活動基準原価計算，およ

び，バランスト・スコアカードについて概観す

る。標準原価計算と活動基準原価計算は，原価

計算に関連する手法である。しかし，後節でみ

るように，公的組織においては原価計算のあり

方はさまざまである。このため，公的組織によ

っては標準や活動基準に着目するだけでこと足

りる場合もあると考える。そして，その他の管

理会計を中心とした手法として，リーン・マネ

ジメント，全社的品質管理，原価企画，制約条

件の理論について概観する。

また，これらの管理会計を中心とした手法は，

相互に関連性が指摘されているところが多い 。

そこで，本節においては，手法間の関連性につ

いてもあわせて言及する。これにより，プロセ

ス分析＝業務の標準→活動基準管理（ABM）

→バランスト・スコアカード（BSC）という

一連の流れに統合できることを述べたい 。

公的組織の諸活動が法令等で定められていることか

ら，マネジメントについても法的な観点から考える

ことが一般的であろう。しかし，経営的な観点，と

りわけ，ここでみるような現場に密着したミクロの

観点から考えることにより，意外なほど大きな，マ

クロ的な効果が得られるのではないかと考えている。

これは，本書のテーマでもある。
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3-1 プロセス分析

本項ではプロセス分析について概観する。プ

ロセス分析は工程分析ともいわれる。製品が作

られていく過程をプロセス（工程）といい，こ

の一連のプロセス（工程）を調査・分析する手

法をプロセス分析（工程分析）という（石渡，

1984，p.16) 。生産における工程分析におい

ては，製品工程分析，作業者工程分析，人と機

械などの組み合わせに対する連合工程分析，お

よび，事務工程分析に分けられる（石渡，1984，

p.18）。工程分析は，①工程の流れを整理し，

②工程の流れに無駄や停滞がないか，③工程の

順序はこれでよいか，④工程の流れがスムーズ

か，設備配置や運搬方法に問題はないか，⑤工

程中の仕事はすべて必要か，やめられないか，

ほかによい方法はないか，などを検討し，改善

案を作成するものである（石渡，1984，p.17）。

IEの作業研究として知られている手法には，

ほかに，動作研究や時間研究，稼働分析などが

ある（藤本，2001，p.145）。藤 本（2001，

p.158）は，業務の改善のためには，時間配分

の分析・評価が重要であり，標準時間を分解し，

価値を生み出していない時間，無駄な時間，省

略可能な時間を洗い出すことが基本となり，こ

れが IEで稼働分析と呼ばれるものであると整

理している。そこでは標準という概念が重視さ

れている。おおくくりには工程分析があり，接

近すれば稼働分析となるのであろう 。いずれ

にせよ，本稿ではこれらをあわせてプロセス分

析という用語で説明したい 。このプロセスを

例示すれば，図表２のとおりである。

このようなプロセス分析は，生産現場におけ

る事務を対象とした事務工程分析という言葉が

あるように，いわゆるペーパーワークのような

業務も対象とすることができる。ペーパーワー

クの多い公的組織においても，その業務の流れ

をフローに表示することはできるのであり，こ

こにプロセス分析を行う余地が生じる。そして，

プロセス分析には計数的に把握されるものが多

く，このため，さまざまな計数的管理実践を取

り込んできた管理会計とは非常に高い親和性を

もつことになる。プロセスを基盤として管理会

計手法が展開されると表現してもよいと思われ

る。

プロセス分析は，業務の標準を考慮しつつ行

われるものである。公的組織では，法的な観点

等からの業務内容の検討はかなり高いレベルで

行われていることが一般的であり，しかも，昨

今のさまざまな課題に対応するため，その業務

内容にも次々と変更が加えられている。このた

め，実際に業務を担当する職員の立場からすれ

ば，いわば五月雨式に出される各種通達等に対

応することに追われ，疲弊しかねない状況にあ

ると思われる。これは，それぞれの業務の標準

が定まっていないことによる影響が大きいと考

える 。公共サービスの質を劣化させないで削

減できる労働時間を見つけだすために，標準と

なる業務内容を考え，そのうえでプロセス分析

小林（2002，pp.125-127）によれば，オストレン

ガは，業務プロセス分析と活動会計に，プロセス価

値分析，活動基準原価計算（ABC），責任会計，業

績測定，設備投資管理を統合することにより，トー

タル・コスト・マネジメント（TCM）が実施でき

ると指摘している。著者は小林の引用文献

（Ostrenga,M.R.,Activities: The Focal Point
 

of Total  Cost  Management, Management
 

Accounting, National Association of Accoun-

tants, Feb. 1990）を探したが，みつけることがで

きなかった。

本節の骨格は，2003年に拙稿（2003）で述べたもの

とほぼ同じである。拙稿（2003）では簡略化の観点

からABM をABCに含めた構成としていたが，こ

れにより個々の行政サービスを対象とした原価計算

という視点が強まってしまい，技術的な側面が強調

され過ぎたきらいがあった。そこで本節ではABM

とABCを分けて記述している。また，2003年以降，

経営関係を中心に諸分野を勉強し直し，本節では全

体の体系のなかでの位置づけを試みた。このため，

ここでは周辺の諸手法も含めた記述となっている。

石渡は工程という言葉を用いている。工程は生産に

ついての用語であり，情報をも対象とした場合には

プロセスという用語が用いられている（たとえば，

藤本，2001）。

ほかにもさまざまな手法がある。その概説について

は桑田（1998）などにゆずる。

IEの観点からみればこの用語法は粗いものである

かもしれないが，ご容赦いただきたい。
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を行うことは非常に有効である。公的組織にお

いて，このような観点からの検討は，これまで

のところ多くはなされてきていないと思われる。

このため，少しの努力で多くの成果を上げやす

く，効果の高い方策であると考える。

3-2 標準原価計算

標準原価計算（Standard Costing）とは，

原価の流れのどこかの時点で標準原価を組み入

れ，標準原価と実際原価を比 して原価差異を

計算分析し，かつこれを関係者に報告する会計

システムのことをいう（櫻井，2009，p.319）。

この標準原価計算による能率管理の方式を，

Plan-Do-Check-Actionのマネジメント・サ

イクルで表せば，図表３のとおりとなる。標準

原価を算定し（Plan），生産を行って実際原価

を算定し（Do），原価差異を算定してその差異

の原因を分析し（Check），その結果を受けて

是正措置をとる（Action）（櫻井，2009，

pp.319-320）。そして，標準原価の算定に際し

ては，作業活動の繰り返しによって作業時間が

ほぼ定率で減少していくという経験則から導か

れる習熟曲線（learning curve：学習曲線）と，

同じ製品系列でも革新的な技術革新や新しい生

産方法の開発などによって系列別の総原価が減

少していく経験曲線（experience curve）とを，

標準価格の設定に組み込むことが大切とされて

いる（櫻井，2009，p.324）。

標準原価計算は，科学的管理法のひとつの成

果として，1930年代以降，製造業における現場

作業員の能率向上に大きな役割を果たしてきた。

特に，作業条件のあまり変わらない企業，大量

生産型の企業，労働集約的な企業には効果的と

されてきた。しかし，工場自動化の進展により，

その適用の範囲が狭まるとともに，品質の観点

が不足しているため，粗悪な品質の製品が生産

される可能性などが指摘されてきている（櫻井，

2009，pp.330-332）。

図表２ プロセスの例－伝統磁器製造工程（高級ウイスキーボトル）

（藤本，2001，p.17図2.2より著者修正）

図表３ 標準原価計算による能率管理

（櫻井，2009，p.320図12-1より引用）

業務内容を標準化するということは，担当する職員

にとっては非常に働きやすくなる。政策企画立案部

局の非常に高いレベルにおいては，このような業務

の標準化は困難であろうが，その一般的なレベルや

執行部局においては，業務の標準化は重要であると

考える。
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一見すると，この標準原価計算は公的組織に

はあまり関係がないように思われる。しかし，

原価計算には，財務諸表作成につながる財務会

計目的と，原価管理等につながる管理会計目的

とがある（岡本，2000，p.5）。公的組織には

標準原価計算は関係ないとするのは，この２つ

の異なる目的のうち前者のみを原価計算として

とらえることによる誤解である。標準ができれ

ば，業務をある程度のまとまりにして，そのコ

スト（原価）を把握することが可能となる。管

理会計目的としての原価計算も成り立つのであ

る。したがって，概念上は，公的組織において

も，原価管理（原価低減）のために標準原価計

算を行うことができると考える 。

3-3 活動基準管理（ABM）と活動基準原価計

算（ABC）

本項では活動基準管理（Activity-Based
 

Management：ABM）と活動基準原価計算

（Activity-Based Costing：ABC）について

概観する。上で述べたように，多くの種類の業

務を同時に担うことが一般的な公的組織におい

ては，この活動基準の考え方を適用できる領域

は非常に広いと考える。活動基準管理

（ABM）に概ね相当する手法を組織運営の基

本としている公的組織も存在する 。

活動基準管理（ABM）は，経緯的には活動

基準原価計算（ABC）から生じてきた。そこ

で後者からみる。活動基準原価計算（ABC）

とは，資源，活動および原価計算対象の原価と

業績を測定するための経営のツールであるとさ

れる。そこでは，製品が活動を消費し，資源が

活動を消費するという基本理念のもとに，資源

の原価を活動に割り当て，活動をもとに原価計

算対象に原価を割り当てる（櫻井，2009，

p.373) 。この活動基準原価計算（ABC）は，

1970年代後半からの工場自動化と多品種少量生

産の一般化に伴い，原価計算における製造間接

費 の適正な配賦を行うため，1980年代後半に

誕生した。このように活動基準原価計算

（ABC）は，原価計算を製品戦略に反映させ

るためのもの，いい換えればリエンジニアリン

グのためのものである（櫻井，2009，p.385）。

これに対し，活動基準管理（ABM）は，活

動やプロセスの改善による原価低減が主目的と

され，プロセス視点に立脚して活動分析，原価

作用因分析および業績分析を活用して原価低減

を図ろうとする経営のツールである。1990年代

前半に，活動基準原価計算（ABC）から活動

基準管理（ABM）への転換がみられ，この転

換を境に，わが国での活動基準管理（ABM）

への関心が急速に高まった（櫻井，2009，

p.385）。この活動基準管理（ABM）の特徴は

図表４のとおりにまとめられている。

活動基準管理（ABM）は，伝統的な米国の

会計思考に立脚するものではなく，新しいパラ

ダイムを必要とする。そこでは，プロセスの変

革を通じて，無駄，重複，不安定性を除き，経

営の効率化を図り，もって効果性重視の経営に

資することにある（櫻井，2004，p.387-388）。

活動基準管理（ABM）は，QC（Quality Con-

trol）サークル活動を基盤とする全社的品質管

理（TQC）などと非常に高い親和性を有する。

ここで，活動基準原価計算（ABC）と活動

基準管理（ABM）との関係を図に示せば，図

表５のとおりとなる。すなわち，前者は原価測

定による価格算定・収益性分析が主目的である

のに対して，後者は（一般的な意味での）プロ

セス測定の視点からの原価低減が目的となる。

プロセスと活動に関して，櫻井は図表６のよ

うに整理している。そのうえで櫻井（2009，

p.386）は，プロセスは日本語訳の工程という

より，仕事のやり方と理解すべきと述べている。

このプロセスと活動の違いは，相対的な概念に

ただし，原価計算そのものにもコストがかかるので，

計算にかかる費用対効果は十分に考慮する必要があ

る。

別稿で整理する。

伝統的な原価計算では，製造部門と補助部門にいっ

たん原価を集計し，そのうえで配賦を行う（櫻井，

2000，p.329）。

段取費，企画・設計費などを指す。

― ―14 公的組織の人的資源の管理と管理会計



図表４ 活動基準管理（ABM）の特徴

① ABM の目標は資源配分ではなく，効果的な活動の実施にある。

② 顧客との関連を，活動によって分析することができる

③ 各プロセスの間の活動を合理的に連携させることができる

④ ムダな活動（非付加価値活動）を排除することができる

⑤ 継続的に活動やプロセスを改善，変革することができる

⑥ 活動の重複を避け，効率的な活動を行うことができる

⑦ 標準的活動を測定し，その測定結果にもとづく弾力的活動を行う

⑧ 従来の原価構成要素による内部資料の報告に代わって，活動という理解しやすい業績

評価基準による報告書の作成が可能となる

（櫻井，2009，p.387表14-7より引用）

図表５ 活動基準原価計算（ABC）と活動基準管理（ABM）との関係

（Turney，1991，p.92Figure5-1および櫻井，2009，p.386図14-5より著者修正）

図表６ プロセスおよび活動等の関係

（櫻井，2009，p.402図14-6より著者修正）
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過ぎないと思われる。実務の要請により，かな

り大きなくくりで考えることもできようし，原

価計算の正確性を重視し，精緻なものとするこ

ともできるように思われる。ちなみに，ドイツ

では，活動基準原価計算（ABC）はプロセス

原価計算（Prozezzkosteenrechnung）といわ

れており，間接費の計画と統制がひとつの目的

となっている（尾畑，1992，pp.709-710）。そ

の基本的な構造は，活動分析を行い，部分プロ

セスに原価を集計し，さらに主要プロセスに原

価を集計したうえで，原価計算対象に配賦する

という構造をとっている（西村，1995，

pp.638-641）。櫻井（2009，p.402）によれば，

プロセス原価計算の提唱者であるホルバッハは，

活動では対象が小さすぎるのでプロセスを対象

にした原価計算を意図したと述べている。

それでは，この活動基準管理（ABM）と活

動基準原価計算（ABC）を，公的組織に活用

するとどうなるのであろうか。ここでのポイン

トは，活動基準原価計算（ABC）が製造間接

費の配賦方法であることを横において理解する

ことにあると考える。すなわち，公的組織にお

いて，ここでいうプロセスを，業務ないし業務

区分として理解し，配賦方法ではなく，業務改

善の観点から理解することである。このような

理解は，一般の企業を対象としたジョンソン

（Johnson，1992）の指摘と同様のものである。

すなわち，業務改善の観点から活動基準管理

（ABM）を中心にして考え，原価計算は必要

に応じて考慮すれば足りると考える。筆者とし

ては，ここに，プロセス分析＝業務の標準→活

動基準管理（ABM）という流れが見出せると

考える。

なお，実務における活動基準管理（ABM）

の活用にあたっては，職員各自の時間記録が非

常に重要となる。これには二つの側面がある。

ひとつは，時間が把握できなければ定量的な計

数による表示ができず，現実のマネジメントに

使えるものにはなりにくいことである 。もう

ひとつは，職員各自の勤務時間に関する感覚を

鋭敏にする効果である。勤務時間＝コストとい

う意識づけがあれば，効果が定かでない業務に

自らの時間を費消することには本能的な反発を

覚える。このような人間のひとつの傾向から，

業務改善に向けたアイデアも出てきやすい。こ

れにより，先に述べた，原価管理が中心となる

場合の人間性との相性の問題をクリアすること

ができる。

この時間記録を通じて，活動基準管理

（ABM）が実効的なものとなる。この点は，

後で述べる全社的品質管理（TQC）でも言及

する。

3-4 バランスト・スコアカード（BSC）

本項ではバランスト・スコアカード（Bal-

anced Score-Card：BSC）について概観する。

近年，多くの企業がバランスト・スコアカード

に取り組んできており，公的組織でも医療機関

を中心に数多くの試行がなされてきている。

「1992年の発表当初，バランスト・スコアカ

ードは主として業績評価のツールとして提案さ

れた。しかし，その後の実務への導入過程にお

いて，戦略を策定し実行させ，経営品質を向上

させるためのツールとしての役割が大きいこと

が明らかとなった」といわれている（櫻井，

2009，p.255）。戦略を業務レベルに落とし込

むことができる経営戦略実行のシステムとして

の役割が期待されているのである。そこでは，

学習と成長の視点，内部ビジネス・プロセスの

視点，顧客の視点および財務の視点から，非財

務指標も含めた定量的な業績評価尺度で見てい

くこととされている。これを端的に示せば，図

表７のとおりである。

BSCにおいてもっとも重要であるのは，た

とえば図表８のような因果関係である。この因

果関係は自明であれば問題はないが，実務にお

いては自明でないことも多い。その場合には，

最初は仮説にすぎない因果関係仮説を用いて組

み立てていく必要がある。この因果関係仮説を

見出す段階では，現場の暗黙知を形式知に変え，
「測定できないものは，管理できない」とよくいわ

れる（たとえば，櫻井，2009，p.⑶）。
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共有化するSECIモデル を活用することもで

きると考える。いわば，現場職員が体感してい

る知恵（すなわち，暗黙知）を入れ込んでいく

こともできよう。そして，この因果関係仮説を

PDCAサイクルのもと，継続的に検証・修正

していくことが必要となる。

各項目においては，図表９のように，戦略テ

ーマから，戦略目標，目標値，実施項目に下方

展開していく流れがある。これらは目的－手段

関係にたつ（櫻井，2008，p.36-38) 。この目

的―手段関係に立つ戦略目標選択と実施項目の

工夫も非常に重要となる 。なお，上で述べた

因果関係は，戦略テーマ間での因果関係となる。

そして，戦略テーマの因果関係の全体像を示

したものが戦略マップである。これを図示すれ

ば，図表10のとおりとなる。これにより，因果

関係が仮説も含めて明確になるとともに，これ

らの因果関係を検証しやすくなる。戦略は因果

関係仮説をもとに成り立っている。このため，

戦略マップは戦略の仮説を検証するためのツー

ルとなる。

キャプランとノートン（Kaplan＝Norton，

2001．訳書p.25-38）は，バランスト・スコア

カード（BSC）を導入し成功した企業につい

て，彼らが「戦略志向の組織体の原則」と呼ぶ

一貫したひとつのパターンがあるとしている。

バランスト・スコアカード（BSC）の活用の

イメージをつかみやすいので，これを紹介すれ

ば，①戦略を現場の言葉に置き換える，②組織

全体を戦略に向けて方向づける，③戦略を全社

図表７ バランスト・スコアカード（BSC）の視点と業績評価尺度

視点 業績評価尺度の例

財務の視点 経常利益，ROI，売上高，売上利益率，CF

顧客の視点 顧客満足度，顧客ロイヤリティ，顧客収益率

内部ビジネス・プロセ

スの視点

開発効率，生産性向上率，事故率，特許権取得件数，単位原価，新製

品導入率

学習と成長の視点 社員教育，離職率，提案件数，IT活用率，平均年齢

（櫻井，2009，pp.259-260より著者作図）

図表８ バランスト・スコアカード（BSC）の因果関係

（櫻井，2009，p.262図10-2より引用）

（Nonaka＝Takeuchi，1995）。なお，SECIモデ

ルについて，ここでは代表例としてバランスト・ス

コアカード（BSC）との関連で述べたが，活動基

準管理（ABM）であれ，全社的品質管理（TQC）

であれ，SECIモデルを使うことはできると考える。

ここでいう下方展開していく流れを因果関係で説明

する説（長谷川，2002）もあるが，ここでは櫻井の

説にしたがう。

伊藤和憲は，この戦略目標（尺度ともいう）をいか

に選択するか，および，実施項目をいかに工夫する

かが，因果関係の構築とともに，バランスト・スコ

アカード（BSC）においては非常に重要であると

著者に述べられたことがある。なお，バランスト・

スコアカード（BSC）においては戦略の落とし込

み（カスケード）や実施項目の選定などが重要な問

題となる。これらの論点については伊藤（和）

（2007）が詳しい。
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員の日々の業務に落とし込む，④戦略を継続的

なプロセスにする，⑤エグゼクティブのリーダ

ーシップを通じて変革を促す，である。キャプ

ランらの議論を時間を追ってみていくと，戦略

レベルの議論から，業務（オペレーション）レ

ベルへの戦略の落とし込みを重視するようにな

ってきている 。また，バランスト・スコアカ

ード（BSC）には，デンマーク企業の導入事

例から，職能横断的統合，計画的文化，ベンチ

マーキング，BPR（ビジネス・プロセス・リ

エンジニアリング）としても用いることができ，

可塑的な側面があるとの指摘もある（Han-

図表９ 戦略テーマ，戦略目標，目標値，実施項目

視点 戦略テーマ 戦略目標 目標値 実施項目

財務の

視点

売上高増大

↑

年売上伸率 ＋25％ ××

新製品売上 30％ ××

顧客の

視点

革新的な製品

↑

顧客定着率 80％ ・関係性管理

顧客シェア 40％ ・成果給

内部の

視点

世界水準の

社内製品開発

市場一番乗り 75％ ・見本市出展

上市スピード ９ヵ月 ・サイクル･タイム再構築

学習と

成長の

視点

↑

安定的かつ

能力の高い

従業員

専門能力の利用可能性 100％ ・コンピテンシー・モデル

・新規雇用

重要な職員の維持 95％ ・管理能力育成

・報酬

（Norton,2001.p.1,Figure1より著者修正・翻訳）

図表10 バランスト・スコアカード（BSC）の戦略マップ

（Kaplanほか，2001，訳書p.132，図表3-15より著者修正）

実務での活用を踏まえたイノベーション・アクショ

ン・リサーチの結果であると考えられる。
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sen＝Mouristen，2005．訳書p.199）。また，

方針管理 とバランスト・スコアカード

（BSC）とを統合しているわが国企業の事例

も紹介されている（櫻井，2008，p.294-296）。

さらに，活動基準管理（ABM）とバランス

ト・スコアカード（BSC）との統合モデルも

指摘されている（櫻井ほか，2000) 。このよ

うに，バランスト・スコアカード（BSC）に

は可塑的な側面，いい換えれば柔軟な側面があ

り，さまざまな活用のスタイルがある。唯一絶

対という解があるわけではない。

それでは，バランスト・スコアカード

（BSC）を公的組織に活用するとどうなるの

であろうか。公的組織の類型により，財務の視

点が頂点にある４つの視点は適宜修正する必要

があると思われる 。そして，先に述べたよう

に，戦略テーマ間の因果関係，ならびに，戦略

テーマの手段となる戦略目標の選択および実施

項目選択にあたっての工夫が非常に重要となる

と思われる。

さまざまな課題に対応する観点から，近年，

公的組織は一般的に，上意下達の方向を強めつ

つある 。しかし，組織能力 を強化する観点

からは，このようなトップダウンの流れととも

に，ボトムアップの流れも強化する必要がある

と思われる。特に，前節でみた自律的組織にい

たった公的組織においては，現場の自律的な対

応を促すような仕組みが必要となろう。このよ

うに考えてくると，公的組織においては，トッ

プとボトムのコミュニケーションのツールとし

ての活用が望ましいと考えられる。そして，公

的組織によっては，これを外部のステークホル

ダーとのコミュニケーションのツールとして活

用することもできよう 。

これをいい換えれば，いわゆるバランスト・

スコアカード（BSC）論にはまり込むのでな

く，コミュニケーションのツールとして，関係

者の誰にでも理解可能な因果関係と目的－手段

関係の明示に重点をおいたマネジメントの可視

化を中心に考えていくことである。その場合，

活動基準管理（ABM）ができていれば，現実

の業務の状況がどうであるのか把握しやすい。

このため，バランスト・スコアカード

（BSC）の目的―手段関係や因果関係につい

て，仮説としてであれ，構築するにあたっては，

活動基準管理（ABM）は非常に有益な基盤と

なると思われる。何の業務をどれだけ増やせば，

何の結果がどう変わるかといった，定量的な基

準のもとで考えることが可能となるからである。

したがって，著者としては，ここに，プロセス

分析＝業務の標準→活動基準管理（ABM）→

バランスト・スコアカード（BSC）という一

連の流れが見出せると考える（図表11）。

3-5 その他

本項では，リーン・マネジメント，全社的品

方針管理とは，欧米型の目標管理を品質管理の手法

であるTQCと結合させることによって生み出され

たわが国固有の経営ツールである（櫻井，2008，

p.28）。

櫻井ほか（2000，pp.19-20）は，BSCの内部ビジ

ネス・プロセスの視点とABM による原価低減活

動との関係などを指摘している。若干分かりにくい

が，引用する。

……顧客の視点で重要になる顧客満足度，顧客ロイ

ヤリティ，品質といった非財務業績尺度は，業務効

率化の指針として間接的にABM に組み込まれて

いる。社内ビジネス・プロセスの視点では，プロセ

スにおけるサイクルタイム，生産性，品質，コスト

などの尺度が重要になる。ABM は，顧客の視点か

ら部門横断的にプロセスを再設計するうえで，いく

つかの有効なツールを提供する。……

ケース・スタディでも報告されている。たとえば，

都立豊島病院看護科の事例として櫻井（2008，

p.365-366）の報告がある。

比喩的にいえば，新たに起こるさまざまな課題に対

して，五月雨式にさまざまな通達などが発出される。

そのたびに，現場での手順が複雑化してきている。

そして，これらの通達などが実際に機能しているか

は別の問題として存在する。

組織能力とは，組織がある活動や仕事を，他の組織

よりも上手に，しかもコンスタントにこなす力を指

す（藤本，2001，p.105）。

公的組織の種類によっては，このような外部とのコ

ミュニケーションが適当ではない場合がある。この

極端な事例として，たとえば，インテリジェンス機

関があげられる。
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質管理（TQC），原価企画 ，および，制約条

件の理論（TOC）について簡潔に概観し，公

的組織での活用について若干の考察を行いたい。

また，これらの手法が公的組織においてもプロ

セス分析＝業務の標準→活動基準管理

（ABM）→バランスト・スコアカード

（BSC）という一連の流れに組み入れること

が可能であることを述べたい。

3-5-1 リーン・マネジメント

ここではリーン・マネジメントについて簡潔

に概観する。リーン・マネジメントは，1980年

代に米国でのわが国自動車産業についての研究

を通じて，トヨタ生産方式が米国流に理論化さ

れた 。当初はリーン（ムダのない）生産方式

と命名されていた。最近では，製造業のみなら

ずサービス業にも適用できることから，リー

ン・マネジメントという用語が用いられている。

欧米諸国では，1990年以降，その理論・実践が

普及・一般化してきている。当初は大量生産型

工場での議論からスタートしたが，1992年ごろ

からは，大量生産型工場を超えて，生産管理の

分野で広く一般的に脚光を浴びはじめ，1996年

ごろには，サービス産業への展開が議論され始

めている（Laursen，2003，p.3）。

リーン・マネジメントは，①顧客にとっての

価値を実際に創造している活動，②顧客にとっ

ての価値は創造しないが，現状のシステムでは

必要となる活動，③顧客にとっての価値を何ら

創造せず，ただちに排除できる活動，の３つの

活動のうち，②および③を無駄とし，最初に③

の無駄を，次に②の無駄を排除していこうとす

る（Womackほか，1996．訳書p.60）。そし

て，無駄の排除に向けた思考を，次の５つの基

本原理にまとめている（Womackほか，1996．

訳書p.14-15）。すなわち，①製品の価値の正

確な定義づけ ，②製品の価値をもたらす一連

の活動 の構築，③当該活動のよどみない流れ

の構築 ，④顧客による価値のプル ，⑤完全

性の追求 ，である。

このリーン・マネジメントは，無駄に着目し，

その削減を図る観点から，顧客にとっての価値

とそれを創っていく一連の活動，換言すれば，

業務の流れに着目する。このため，図表４から

も明らかなように，活動基準管理（ABM）と

の高い親和性を有する。リーン・マネジメント

は，各部門の現状ではなく，顧客にとっての価

値に焦点をあてて無駄を省くという意味で，活

動基準管理（ABM）を補完する手法として位

置づけられると考える 。

図表11 管理会計手法等の関係（その１）

藤本（1997，p.18ほか）が「怪我の功名」と表現

するトヨタ生産システムは非常に複雑であり，藤本

も「トータル・システムとして統一的に説明する分

析的枠組みは必ずしも用意されているとは言い難

い」としている。確かに，門田（2006，p.９図１-

２）の詳細な解説をみてもそのように思われる。そ

こで，本章ではいくつかに分解して検討することが

適当であると考え，リーン・マネジメント，全社的

品質管理（TQC），および，原価企画に分けている。

ウォーマックほか（Womackほか，1990）で一応

の完成をみたとされる。

顧客にとっての価値を正しく定義すること

（Womackほか，1996，訳書pp.49-51）。

Womackほかでは，value stream（価値の流れ）

とされている（Womackほか，1996，pp.37-49）。

若干わかりにくいので，一連の活動とした。

バッチ処理にともなう在庫などの価値の停滞やスク

ラップなどをなくすことなど（Womackほか，

1996，訳書pp80-81）。

下流側の顧客が要求するまで，上流側は製品やサー

ビスをつくってはならないということ（Womack

ほか，1996，訳書p.102）。

完全性の追求に向けて，劇的な改善と小刻みな改善

を限りなく努力すること（Womackほか，1996，

訳書pp.142-144）。
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それでは，これを公的組織に活用すればどの

ようになるのであろうか。納税者にとっての公

共サービスの価値を再度考え，それを創り込む

業務の流れを，現状の部門といった枠にとらわ

れずに考えていくための手法ということになる

と考える。そして，先に述べたように，活動基

準管理（ABM）の一環として補完的に活用さ

れることとなろう。ただし，公的組織によって

は，顧客という概念に修正が必要となることは，

筆者として指摘をしておきたいと考える 。

3-5-2 全社的品質管理（TQC）

全社的品質管理（Total Quality Control：

TQC）は，日本的な形での改善を指向したシ

ステムであり（藤本，2001，p.284），「カイゼ

ンと問題解決への，統計的かつ体系的なアプロ

ーチである」（今井，1988，p.110）。石 川

（1984，pp.128-129）は，全社的品質管理

（TQC）の具体的内容として，①全階層の社

員および全部門の参加を指向する全社的活動で

あること，②品質の管理のみならず，原価管理，

量管理，納期管理を含めて総合的に行われるも

のであることを指摘する。

藤本（2001，p.284）は，わが国における全

社的品質管理（TQC）の特徴として，QCサー

クル活動（品質管理・改善のための小集団活

動），方針管理（トップダウン的な目標・施策

の展開），定型的な統計的手法（QCの七つ道

具 など），問題解決手順（QCストーリー な

ど）の現場での活用，教育・訓練の重視，企業

横断的なTQC普及組織（日本科学技術連盟，

日本能率協会，日本規格協会および社会経済生

産性本部 ）とその活動，デミング賞を頂点と

する全国レベルから社内レベルまでの表彰制度，

等々があげられるとする。そして，いずれも，

全員参加・改善指向という全社的品質管理

（TQC）の基本に深く結びついた仕掛けであ

るとしている。

この全社的品質管理（TQC）を公的組織で

活用するにあたっては，QC七つ道具のような

定型的な統計手法などは手直しする必要がある

と思われるが，そのほかについてはかなりの程

度活用可能であると考える。活動基準管理

（ABM）の特徴をまとめた図表５－４と見比

べてみると，両者の非常に高い親和性を観察で

きる。これらを通じて，公共サービスのコスト

と品質の両面について，原価低減（従事労働時

間の削減等）と品質管理（必要な品質の向上）

とを追求することができるのである。

活動基準管理（ABM）のところでも述べた

が，これらの活用にあたっては，職員各自の時

間記録が非常に重要となる。繰り返しとなるが，

この時間記録により，職員各自の勤務時間に関

する感覚が鋭敏になるので，その効果を期待で

きる。勤務時間の大切さ（＝コスト）という意

識づけがあれば，効果が定かでない業務に自ら

の時間を費消することには，誰しも本能的な反

発を覚える。無駄だなと思われるものは誰しも

やりたくないからである。このような人間のひ

とつの傾向から，業務改善に向けたアイデアも

出てきやすい。要するに，無駄だなと直観的に

思う業務をまな板にのせて検討すればよい。い

っても変わらないので諦めてしまうのではなく，

声に出していってみようということである。こ

の時間記録はQCサークル運動の貴重な推進力

になると考える 。

活動基準管理（ABM）でも行うことはできるが，

強調されているポイントが異なるということである。

公共サービスには対象となる納税者等を顧客と位置

づけることが適当ではない分野も存在する。ここは

保守的な思考が求められるポイントであると考える。

特性要因図，チェックシート，層別（グループ分類

のこと），ヒストグラム，パレート図，散布図およ

び管理図のことで，使用される頻度にはばらつきが

ある（藤本，2001，p.286）。

TQCの活動と成果発表についての定型化した問題

解決手順のことであり，たとえば，テーマ選定→テ

ーマを取りあげた理由の説明→目標（あるべき姿）

の把握→現状把握→要因分析→対策（解決案）提案

→効果確認→歯止め（成果の維持と問題再発防止）

→残された課題と今後の進め方のレビュー，といっ

た標準的な問題解決ステップに忠実に従うことが多

い（藤本，2001，p.285）。

2009年４月，財団法人日本生産性本部に名称変更さ

れる。
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3-5-3 原価企画

ここでは原価企画について簡潔に概観する。

原価企画は，わが国で独自に開発された管理会

計の手法である（櫻井，2009，p.333) 。ある

事例では，コストは，企画・計画段階で70～80

％，設計・試作段階で15～28％が決定されるの

に対して，後工程の量産までの段階では２～５

％でしかない（岩橋，1982，p.13）。このよう

に，原価は生産の上流段階でかなり決まるので，

目標とする原価（目標原価）に向けて，その上

流段階で原価を創り込もうというものである。

具体的には，市場の状況から予定販売価格を決

定し，次いで目標利益との関係から許容原価が

導かれ，一方，技術者の現状見積り（成行原

価）を基礎にVE（Value Engineering）など

の活用によって原価低減活動を行い，許容原価

との擦り合わせから目標原価を導くのである。

それでは，この原価企画を公的組織に活用し

た場合，どのようなイメージになるのであろう

か。筆者としては，業務処理手順が決まる段階，

すなわち，法令・通達等の作成段階であると考

える。執行現場を踏まえた，いい換えれば，執

行現場での業務の流れを考え抜いた法令・通達

等の作成が求められると考える。政策の企画立

案部局と執行部局が，物理的にも精神的にも近

い場合には，事実上の非公式な人間関係を活用

するなどして，それほど問題にはならないかも

しれない。しかし，そうでない場合には相当程

度の人為的な取り組みが特に求められると考え

る。そして，その際に感覚的な検討で終わらせ

ないためには，執行現場の業務の状況が明確と

なっていることが望ましい。そこで，活動基準

管理（ABM）による各種の定量的な指標が必

要となる 。このように，公的組織における原

価企画は，企業の場合と基本的な発想は同じで

あるとしても，その具体的な姿は大きく変えて

活用されるであろうと考える。

3-5-4 制約条件の理論（TOC）

ここでは制約条件の理論（Theory of Con-

straints：TOC）を簡潔に概観する。制約条件

の理論（TOC）は，1980年代にゴールドラッ

トにより構築された経営哲学 である。これは，

企業をひとつのシステムと考え，思考プロセス

（ブレークスルーのアイデアを作り出す手法），

改善の５ステップ（ボトルネックに注力し，改

善を続ける手法），ドラム・バッファー・ロー

プ（製造現場の姿を示し，生産計画と結びつけ

る手法），および，スループット会計からなる

（入江ほか，2001，p.6）。管理会計の観点か

らは，最後者のスループット会計が該当する。

そこでは，「売上高―直接材料費」であるスル

ープットと，「スループット―業務費用」であ

る利益を考え，企業が利益を増加させるには，

スループットを増加させるか，業務費用を削減

することを基本とする。このスループット会計

について櫻井（2009，p.250）は「直接原価計

算の発展形態の１つとして位置づけることがで

きる」と指摘する。

しかし，筆者が公的組織にも有効であると考

えるのは，管理会計には含まれないが，制約条

件の理論（TOC）のうち改善の５ステップで

ある。これを要約すれば ，生産能力などの物

理的制約条件の場合，能力に比して負荷が高い

工程であるボトルネックのうち，もっともその

比率が高い工程である制約条件（CCR：Criti-

cal Constrained Resources）を見つけだし，

その解消を以下の5つのステップで改善するも

病院のQCサークルにおいては，種が枯れるという

問題があり，いかに継続させるかが最大の課題であ

ると指摘されている（高橋，1997，pp.124-128）。

櫻井（2009，p.337）は，「かねがね原価企画を標

準原価計算と並ぶかそれ以上に革新的で現代的意義

をもつ技法として管理会計のなかで定着させたいと

考えてきた」と述べている。

田坂（2007）は，ABCを通じて間接費も原価管理

に取り込む可能性について検討している。公的組織

の場合，間接費ではないが，その基本的な発想はほ

ぼ同じである。

TOCはGoldrattの原著が何冊かの小説であるこ

とから，その全体像は分かりにくいところがあるが，

入江ほか（2001）はTOCを簡潔に分かりやすくま

とめている。

入江ほか（2001，p.10，p.28-34）を参照した。
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のである。すなわち，①制約条件を見つける，

②制約条件を徹底的に活用する，③制約条件以

外を制約条件に従属させる，④制約条件の能力

を向上させる，⑤惰性に注意しながら①に戻る，

である。

公的組織には，業務の負荷が高まると，追加

的な資源（たとえば人員）の投入を求める発想

が根強い。これは結果として組織の肥大化・原

価の増大に結びつくこととなる。したがって，

この改善の5ステップを公的組織で活用するこ

とが適当であると考える。

その結果，改善の５ステップは，公的組織の

職員の多能化を推進することとなると考える。

トヨタ生産方式においても，多能工化は非常に

重要な概念である（門田，2006，pp.183-205）。

この製造業における多能工化と同様に，公的組

織においても多能化は，重要な課題となると思

われる。

それでは，仮に改善の５ステップを公的組織

で活用する場合，どのようなものとなるのであ

ろうか。著者は，活動基準管理（ABM）での

活用をイメージしている 。この点に関して，

改善の５ステップに限定した検討ではないが，

活動基準原価計算（ABC)・活動基準管理

（ABM）と制約条件の理論（TOC）との関係

性について詳細な文献研究を行った岩田（2003，

p.96）は，その統合の可能性も示唆している。

そこでは活動基準原価計算（ABC）と制約条

件の理論（TOC）とを結びつける研究の存在

を指摘し，これらは「ビジネス・プロセスを改

善するためにABCによる活動分析とTOCの

制約管理の統合である。活動分析によると，プ

ロセス・マップによる活動間の相互関係の理解

が深まり，時間的な側面と因果関係から制約を

識別できる。加えて，制約管理によって改善活

動に優先順位が与えられ，プロセス志向が強ま

る」と し て い る 。ま た，山 田（2000，

p.106）は，活動基準管理（ABM）では非付

加価値活動の排除と付加価値活動の効率向上が

中心的な課題であったが，制約やボトルネック

の管理にもとづく全体的な視野からの管理は欠

如していたと指摘する。さらに，圓川（2000，

p.18）も，制約条件の理論（TOC）は「JIT

や TQM の考え方を取り込むことによってそ

の概念を拡張し」たとする。TQM は全社的品

質管理（TQC）を経営品質という観点で発展

させたものであるが，先に述べたように，仮に

活動基準管理（ABM）と全社的品質管理

（TQC）とが結合すれば，制約条件の理論

（TOC）とも非常に高い親和性を有するよう

になると考える。

なお，いわゆる経常的経費についてではない

が，制約条件の理論（TOC）を公共事業に応

用した議論も見受けられる（岸良，2007) 。

公的組織においても，この種の議論にも関心を

高める必要があろう。

3-6 手法論の小括

これまで概観してきたように，活動基準管理

（ABM）はさまざまな手法と親和的である。

これは原価管理が中心となる公的組織において

は注目されてよいと考える。これを中心におき，

プロセス分析＝業務の標準→活動基準管理

（ABM）→バランスト・スコアカード

（BSC）を考え，この活動基準管理（ABM）

にリーン・マネジメント，全社的品質管理

（TQC）および制約条件の理論（TOC）を関

連づけ，また，活動基準管理（ABM）を活用

しつつ原価企画を行うのである（図表12）。そ

こでは，必ず全部を活用するということではな

く，公的組織それぞれがおかれた環境により，

さまざまな活用のパターンがありうると考える。

スループットというパラダイムは伝統的な会計概念

に適合しないとする議論もあるが，ここでは論じな

い。両者の概念が異なるものであっても，実務への

活用の視点から補完的な関係にたちうるかぎり，両

者を活用すべきと考える。

ただし，岩田（2003，p.96）は，この点に関して

「アクション・リサーチなどによる実証が必要であ

り，今後の更なる研究課題としたい」としている。

「サバ取り虫」など数々のユニークな命名を行った

岸良（2006）も参照に値する。
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第４節 公的組織と原価計算

前節では公的組織のマネジメントに活用でき

る管理会計を中心とする手法について概観した。

本節では前節を受けて公的組織と原価計算との

関係について論じる。ここでは，前節の管理会

計手法を活用した原価計算を行うことが適当と

思われる医療機関などの公的組織がある一方で，

多くの公的組織においては，個々の公共サービ

スの原価を算定することよりも，そのコスト構

造の可視化が重要であると考えられることを述

べる。

具体的には，まず，原価計算を概観し，公的

組織の原価計算の現状について，文献より整理

する。つぎに，個々の公共サービスの原価算定

について考察する。そこではまず，医療機関な

ど，利益管理が求められる公的組織について考

察する。この場合には，利益管理の観点から

個々のサービスにかかる原価計算が必要となる

ことを述べる。つぎに，原価管理のみの公的組

織について考察する。この場合には，公的組織

内部の業務についてのコスト構造の可視化が重

要であり，これこそが納税者の信頼を確保する

ための重要な方策となることを述べる。

4-1 原価計算概観

まず最初に，原価計算について概観する。岡

本は，原価計算は，複式簿記とともに企業の会

計情報システムを形成するとし，図表13のよう

に整理している（岡本，2000，p.1）。そして，

複式簿記と原価計算は，会計情報システムのな

かで協力しあって財務会計情報も管理会計情報

も提供しているが，どちらかといえば，複式簿

記は財務会計情報と，原価計算は管理会計情報

と密接に結びついているとする（岡本，2000，

p.1-2）。櫻井（1981a，p.55）も，原価計算は

管理会計の母体であると述べており，原価計算

と管理会計の密接な関係を指摘している。

そして，原価計算は，企業における特定の経

済活動単位についての，原価（インプット）と

給付（アウトプット）との比 計算であるとい

う特徴を有し，原価を給付にかかわらせて把握

する。ここでいう給付（アウトプット）とは，

最終完成品のみではなく，部門給付（部門のア

ウトプット）も意味すると理解すべきであると

指摘されている（岡本，2000，p.2-3）。

この給付概念について，櫻井（1983，pp.49

-50）は原価計算研究の変遷を考察し，原価計

算の対象が製品などから，部門活動や営業活動

などのセグメント単位のアクティビティへ，さ

らには，プロジェクトの原価・収益性までをも

含まれるようになってきたと指摘する 。これ

図表12 管理会計手法等の関係（その２）

その上で櫻井（1983，53-59）は，原価計算の対象

たる給付概念に代わるものとして，コスト・オブジ

ェクティブ概念を主張する。
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を図示すれば，図表14のとおりである。

繰り返せば，原価計算対象には，用役等を含

む広義の製品だけではなく，部門の活動やプロ

ジェクトも含まれ得るのである。櫻井（1981b，

p.23）は以下のように述べている。

…現代の原価計算では，製品や用役だけが計算

の対象とされるのではなく，原価管理のために

は個々のセグメントごとの活動が，そして経営

意思決定のためにはプロジェクトが原価計算対

象となっているのであるから，原価計算単位は，

⑴製品や用役（products or services）だけ

でなく，

⑵活動（activities）や

⑶プロジェクト（projects）

についても広く考察されなければならない…

一般的な原価計算における具体的な計算構造

は，図表15のとおりである。製造直接費，製造

間接費および営業費といった原価（費用）を

個々の製品にどう配賦するのかがポイントとな

る。

図表13 会計情報システム

（岡本，2000，p.1図1-1より引用）

図表14

原価計算の発展段階 各段階の時代区分 主要な原価計算対象

⑴原価発見型

原価計算
15・16世紀～1885年まで 多岐

⑵製品原価算定型

原価計算
1885年～1920年まで 製品

⑶経営管理志向型

原価計算

①原価管理志向型

原価計算
1920年～1945年まで 製品，アクティビティ

②経営意思決定志向型

原価計算
1945年～現在

製品，アクティビティ，

プロジェクト

（櫻井，1978，p.49表1，p.51表２より著者修正）
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4-2 公的組織の原価計算の現状

つぎに，公的組織の原価計算の現状について

各種の文献より概観する。まず，利益管理が求

められる公的組織について確認する。つぎに，

原価管理が求められている公的組織について概

観する 。そして，公的組織における原価計算

として活動基準原価計算（ABC）が重要な役

割を果たしていることを確認する。

まず，利益管理が求められている公的組織に

ついてである。その代表的な分野は医療機関で

ある。これは2002年の診療報酬本体部分の引き

下げ以降，医療機関経営についての関心も非常

に高まり，近年，数多くの試行錯誤が行われて

いる分野である。各種文献にこれまでに掲載さ

れたところから概観する。そこでは，原価計算

を含む医療機関の管理会計の思想は，活動基準

原価計算（ABC）の考え方に基づいていると

指摘されている（今村ほか，2006，p.156）。

医療においては一日定額払いを基礎とする診

療報酬の支払い制度であるDPC（Diagnosis
 

Procedure Combination）の適用が漸次拡大さ

れてきている。このため，医療機関の経営を考

えた場合，少なくとも持続可能性を確保すると

いう観点から，利益をいかに確保するか，そし

て，DPCのもとでは収益は確定しているので，

いかに原価低減を図っていくかが重要となる。

このような観点から原価計算が注目されている。

この利益管理のための原価計算は，一定の利益

確保のためであるので，ある程度精緻なものが

望ましい。

医療機関の原価計算は大きくは，部門別原価

計算，診療行為別原価計算，疾病別原価計算の

３つに分かれ，後者のほうが前者よりも複雑な

ものとなる（今村ほか，2006，p.159）。原価

計算の必要性について強調する文献は多いが，

現在のところ，多くの病院では医師等の人件費

の分解が難しく，配賦に困難をともなうことか

ら，部門別原価計算までとなっているようであ

る。現実の医療機関の経営の必要と，実行可能

な原価計算とのギャップに悩んでいる医療機関

は多いと思われる。しかし，この分野での一部

の先進的な医療機関では，疾病別原価計算まで

進んでいる。たとえば，財団法人脳血管研究所

美原記念病院の事例（内田，2005～2006）など

が報告されている。

つぎに，原価管理が中心となる公的組織につ

いてである。文献にあらわれているのはもっぱ

ら地方公共団体の事例である。まず，先駆的な

事例として，三重県四日市市における複数の地

区市民センターを対象とした分析がある（宮嵜，

2000））。これは活動基準原価計算（ABC）を

用いている。また，同時期の千葉県柏市税務第

３課の事例では，活動基準原価計算（ABC）

だけでなく活動基準管理（ABM）も用いてい

る（櫻井ほか，2004，pp.297-311）。さらに，

地方公共団体における活動基準原価計算

（ABC）導入に精力的に活動している南は，

首都圏の公共図書館の事例と静岡県内の授産施

設の事例を紹介している（南，2002）。さらに，

最近では，千葉県市川市の事例が報告されてい

図表15 原価等の構造

文献検索としてCiNii（国立情報学研究所論文情報

ナビゲータ）を用いた。
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る（市川市企画部行政改革推進担当，2007）。

ここで注目されるのは，千葉県市川市の事例

である。市川市においては，メイン業務こそ改

善の対象として，業務改善を主目的とした管理

会計の活用を目指している。市川市における取

り組みでは，「市川市の取り組みは，一般的・

学術的なABCとは考え方が違う」と明確にし

たうえで，以下のように述べている（市川市企

画部行政改革推進担当，2007，p.41～43）。

市川市版ABCの分析の視点は，職員活動

の結果が直接市民サービスに結びつく活動と，

直接には影響を与えない内部管理事務，間接

経費に大きく区分し，その割合が適正かどう

かを判断していく。これまで漠然と言われ続

けてきた「行政事務は内部管理コストが大き

い」ということを，実際に目に見えるように

写し出してみようとするものである。そして，

事務の合理化，効率化によって創出した経営

資源（人材）を，市民サービスに直結する活

動に重点配分していきたいと考えている。

そして，以下のように結んでいる（市川市企

画部行政改革推進担当，2007，p.47）。

…業務改善で大きな成果をあげるためには，

業務を熟知している職員自らが取り組むこと

が重要であるとともに，分析手法自体も教科

書的に取り組むのではなく，その自治体の組

織文化にあった適用が必要である。こうした

取り組みは，職員自らやればできるという自

信と，経営的視点による行政運営への意識改

革にも繫がっていくと考える。

4-3 個々のサービスの原価算定をどう考える

か

上でみたように，公的組織のうち医療機関に

おいては，利益管理という観点から比 的精緻

な原価計算への取り組みがみられる。これに対

し，地方公共団体においては，原価管理が中心

となることが多く，そこでは各種施設や比 的

周辺的な業務への原価計算への取り組みがみら

れる。これらはいずれも，活動基準原価計算

（ABC）を基礎にしている。その一方で，メ

イン業務の改善という観点から活動基準管理

（ABM）を中心に考えている地方公共団体も

存在する。

医療機関のように，持続可能性の確保という

観点から一定の利益の確保を考慮せざるを得な

い公的組織においては，利益を確定させるとい

う観点から，ある程度の精緻さをともなった原

価計算が概念的には望ましいと思われる。そこ

では，対価をともなう個々のサービス（給付）

ごとに原価を算定することとなろう。

また，地方公共団体の窓口業務のように，一

定の手数料等を前提とする業務も，収益として

の手数料等が認識される。このため，当該業務

の利益あるいは一定水準以下への損失の抑制を

考慮せざるを得ない。したがって，このような

業務についても，ある程度の精緻さをともなっ

た原価計算が概念的には望ましいと思われる。

医療機関も含め，これらの公的組織における原

価計算の中心は，活動基準原価計算（ABC）

にあるものと思われる。

問題は，収益を認識できない公的組織である。

前項でみたように，千葉県市川市においては，

直接市民サービスに結びつく業務の割合を増や

すべく，そのための業務改善の基礎として原価

を算定している。ここでの原価計算の対象は，

市民に提供される個々のサービスではなく，市

役所各部門の業務そのものである。これは，工

場でいえば，個々の完成製品ではなく，工場の

プロセスそのものということになる。

4-4 コスト構造の可視化の必要性

収益を認識できない公的組織における原価計

算として求められるものは，前項の最後で言及

した千葉県市川市のような考え方であると考え

る。そこでは，公的組織の内部の業務そのもの

に，どのような原価がかかっているのか，それ

を明示し，組織内の業務改善につなげようとし

ているのである。
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これを業務改善の部分を除いて表現すれば，

コスト構造の可視化ということになる。このコ

スト構造の可視化をもとに，公的組織内部では

業務改善に向けて努力する。そして，どのよう

に努力しているかについて，本稿で示したよう

な各種の手法の考え方を活用して示していくこ

とこそが，わが国の公的組織に求められている

と考える。そして，これこそが，公的組織が拠

って立つところの納税者の信頼を確保するきわ

めて重要な方策であると著者は考える。したが

って，コスト構造の可視化は，納税者の信頼を

確保するための基盤といえよう。

第５節 ほかの行政改革的ツールとの関係

最後に，いわゆる経常的経費についての管理

会計について，ほかの行政改革的ツールとの関

係を整理する。ここではまず，国や地方公共団

体で検討が進められている財務会計（いわゆる

公会計）と管理会計との関係について簡潔に検

討する。つぎに，アウトソーシングやシンクタ

ンクである構想日本が主導する事業仕分け，さ

らには，シンクタンクである地方自立政策研究

所が主導する役割分担明確化と，ここでいう管

理会計との関係を簡潔に検討する。最後に，公

的組織のコア業務として今後とも残り続ける業

務についての計数的把握としては，管理会計が

中心とならざるをえないと考えられることにつ

いて述べる。

5-1 財務会計との関係

現在，公的組織について財務会計（いわゆる

公会計）の導入が進められている。この財務会

計の導入は，本稿で述べた管理会計の検討と矛

盾するところはない。財務会計は，国や地方公

共団体について，いわば法人格や事業で区分し，

その概要を明らかにするものである。これに対

して，本稿における管理会計の議論は，いわゆ

る経常的経費に関してではあるが，その区分さ

れた法人格や事業の中身についてみていくもの

である。

いわゆる経常的経費について管理会計として

細かくみていったとしても，仮に，夕張市の出

納整理期間を利用した一時借入金 などの大き

な債権債務関係があれば，いわゆる経常的経費

に対する管理会計の取り組みだけでは，貨幣価

値としては大きな解決策にはつながらない。し

かし，法人格や事業などで区分された部分だけ

について，貨幣価値として把握できたとしても，

これがいわゆる経常的経費の効率的・効果的な

使い道として望ましいかどうかは答えがでてこ

ない。ここに，いわゆる経常的経費を細かくみ

ていく管理会計の存在価値があると考える。

5-2 アウトソーシング・業務仕分け・役割分

担の明確化との関係

つぎに，近年よく指摘される公的組織のアウ

トソーシング，業務仕分けおよび役割分担の明

確化と管理会計との関係について検討する。ア

ウトソーシング（外部委託）とは，外部

（Out）にある資源（Source）の活用であり，

統率力を保つための必要最低限であるコアの業

務分野・人材のみを残し，それ以外は外注化，

外部委託をすることである（山内ほか，2003，

p.286）。また，業務仕分けは，政策シンクタ

ンクである構想日本が主導するものであり，経

済財政諮問会議でもしばしば議題として取り上

げられている。その概要は，国や地方公共団体

が行っている事業（行政サービス，政策立案事

務などすべてを含む）を予算項目ごとにそもそ

も必要かどうか，必要ならばどこがやるか（官

か民か，国か地方か）を担当職員と外部の評定

者が議論して最終的に「不要」「民間」「国」

「都道府県」「市町村」などに分けていく作業と

されている（構想日本，2008，p.5）。さらに，

役割分担の明確化は，これもシンクタンクであ

るNPO法人地方自立政策研究所が主導するも

ある年度の会計を締めたのち，当該年度の出納整理

期間を利用して当該年度の資金不足額を翌年度から

の一時借入金として処理し，順次先送りしていく方

法である（読売新聞東京本社北海道支社夕張支局，

2008，pp.153-155）。
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のであり，官と民，そして国と地方の関係から，

事業ごとに役割分担の明確化について検討し，

自立的な役割分担ができるような地方税財政制

度を構築していこうというものである（穂坂ほ

か，2008）。

すでにアウトソーシングはかなりのレベルで

行われており，今後ともその進展が期待される。

また，業務仕分けも，スナップショット的に業

務の棚卸しを行うことができ，非常に有益な方

策であると考える。さらに，役割分担の明確化

も，国と地方との関係を再構築していこうとい

う非常に視野の大きい，射程の長い議論を内包

しており，今後の進展が強く期待される。

これらの議論は，基本的に，公的組織が現在

行う業務のなかから外せるものは外していこう

という視点に立脚していると考える。したがっ

て，このような見直しを行ったとしても，公的

組織に残り続ける業務は存在することになる。

本稿のような管理会計の議論が適用できるのは，

筆者としてはこの公的組織に残り続ける業務を

想定している。筆者が指摘したいのは，この残

り続ける業務について，効率的に，効果的に業

務を運営していくことの重要性である。このよ

うな関係を図に示せば，図表16のように整理で

きよう。特に，大規模な組織ほど，本稿のよう

な議論が必要となると考える。

5-3 公的組織に残されたコア業務へのツール

としての管理会計

以上みてきたように，公的組織には，公的組

織しか担うことのできないコア（中核的）業務

が残る。もちろん，公的組織によっては，この

ような業務すら残らないような組織もあるのか

もしれないが，そのような場合は，当該組織の

改廃の問題として議論すればよい。

そして，このような残されたコア業務につい

ては，マネジメントのための何らかのツール，

効果的・効率的な業務を行っているかどうかを

測るためのツールが必要となる。これに相当す

るのは，筆者としては，現在のところ，管理会

計が有効であると考える。いわゆる経常的経費

であれば，本稿で述べたような議論が必要とな

ろう 。

第６節 まとめ

本稿ではまず，いわゆる経常的経費のうち人

図表16 アウトソーシング・業務仕分け・役割分担の明確化と管理会計

ここでは人件費を中心に取り上げたが，いわゆる経

常的経費には，そのほかにたとえば IT 経費なども

含まれる。IT に関しても管理会計の観点からの蓄

積がある（たとえば，小酒井，2008）。
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件費に焦点をあて，近年の議論の流れを概観す

るとともに，定員管理を中心とした伝統的なマ

ネジメントが機能していることを確認した。し

かし，それでも人件費には無駄が残る。このこ

とから，公的組織においては人件費の無駄を排

除すべく努力していることについて，公的組織

から納税者に示すことができないことなどによ

る納税者の欲求不満の存在を指摘した。そして，

公的組織において，「公共サービスの質を劣化

させないで削減できる業務」を見つけだすこと

について，プロセスとして担保することの重要

性を指摘した。

つぎに，公的組織のいわゆる経常的経費のマ

ネジメントと責任会計について論じた。そこで

は，利益管理が求められる公的組織のみならず，

原価管理のみが求められる公的組織においても，

責任会計は成立しうることを確認した。そして，

環境の不確実性に対応するための自律的組織に

おいては，責任会計に求められる機能も，情報

提供機能および学習促進機能による動機づけが

重要となることを述べた。さらに，原価管理が

中心となる公的組織においては，原価管理に消

極的となる人間性との相性から，動機づけの基

盤として組織の価値観が重要となることを指摘

した。

また，公的組織のいわゆる経常的経費は，本

質的に労働集約的であり，これを踏まえた管理

会計を中心とする手法について概観した。そこ

では，活動基準管理（ABM）を中心におき，

プロセス分析＝業務の標準→活動基準管理

（ABM）→バランスト・スコアカード

（BSC）という一連の流れの存在を指摘した。

そこでは，活動基準管理（ABM）にリーン・

マネジメント，全社的品質管理（TQC）およ

び制約条件の理論（TOC）を関連づけ，また，

原価企画との関連も考察した。そして，そこで

のさまざまな活用のパターンの可能性を指摘し

た。

さらに，原価計算を概観し，その考え方を整

理した。そこでは，利益管理を考えなければな

らない公的組織においては，個々の公共サービ

スにかかる原価計算が重要となる。その一方，

原価管理のみの公的組織においては，当該組織

内部の業務についてのコスト構造の可視化が重

要であり，これこそが納税者の信頼を求めてい

くための基盤として必要であることを指摘した。

最後に，いわゆる経常的経費の管理会計につ

いて，ほかの行政改革的ツールとの関係を整理

した。外枠への財務会計，枠内への管理会計と

いう関係が成り立つ。アウトソーシングや事業

仕分け，役割分担の明確化との関係では，これ

らを通じて公的組織から外れていく業務の一方

で，残り続ける業務もある。この公的組織に残

り続ける業務（コア業務）については，管理会

計を中心に考えていくことが適当であることを

述べた。

以上

本稿をまとめるにあたり，伊藤和憲教授（専修大学商学部）が主催される研究会での

検討において，多くの貴重な助言・所見およびコメントをいただいた。また，櫻井通

晴教授（城西国際大学経営情報学部）には過分なご指導をいただいた。さらに，関利

恵子准教授（信州大学経済学部）には有益なコメントをいただいた。感謝申し上げた

い。
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